
平成25年3月〜平成26年2月

平成25年

３月１日

　　11日

３月16日

 ３月～　

 ４月１日

 ５月９日

５月29日

６月１日

６月12日

６月30日

 ７月１日

 ７月６日

 ７月～　

 ８月１日

 ８月　　

 ９月７日

 10月１日

 11月６日

 11月７日

11月～　

 平成26年

 ２月　　

届出避難場所証明書の発行開始

浪江町東日本大震災追悼式

なみえ３.11復興のつどい（二本松市安達文化ホール、安達公民館）

「みんなのれんらく帳」を全世帯に配布

避難指示区域の見直し「帰還困難区域」「居住制限区域」「避難指示解除準備区域」に再編

役場の事務組織変更、一部が本庁舎へ移転

復興再生事務所が開所（南相馬市）

応急仮設診療所を開設

原子力損害賠償紛争解決センターへ集団申し立て

復旧事業課が本庁舎へ移転

原子力損害賠償紛争審査会が浪江町を現地調査

浪江町消防団が２年３カ月ぶりに活動再開。町内パトロール出動式

「弘前大学浪江町復興支援室」が開所

町内で営業再開第一号（㈱叶屋ガソリンスタンド）

「なみえ交流館」が開所

復興に向けて新たな検討体制をスタート

（町民協働による進行管理部会、まちづくり計画検討部会）

双葉地方広域市町村圏組合がライブカメラの運用を開始

帰還困難区域のモデル除染が開始

４回目のアンケートとなる「浪江町住民意向調査」を実施

第１回「浪江町の農業・農地を考える会」を開催

ふるさと再生課が本庁舎へ移転

町民協働による進行管理部会から町への提言

浪江町戦没者追悼式・慰霊祭を４年ぶりに開催

酒田行政区で本格除染が開始

「浪江町復興まちづくり計画　中間とりまとめ」への意見募集（パブリックコメント）

なみえ３.11復興のつどい
と　き　平成26年３月22日（土）　午前10時開会
ところ　二本松文化センター
今年度も懐かしい故郷を偲び、第３回「復興のつどい」
を実行委員会のもと開催します。盛りだくさんの内容で
すので、ぜひお越しいただき、楽しいひと時をお過ごし
ください。お待ちしております。
実行委員長　熊川　　勝
　　　　　（二本松・塩沢農村広場仮設住宅自治会長）

　　　なみえ３.11復興のつどい実行委員会事務局
　　　0243（62）0305
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震
災
か
ら
３
年

浪
江
町
長
　
馬
　
場
　
　
有

二
本
松
事
務
所
か
ら
望
む
安
達
太
良
山
頂
は
、
ま

だ
雪
に
覆
わ
れ
、
春
を
実
感
す
る
に
は
ま
だ
時
間
が

か
か
り
そ
う
で
す
。

あ
の
震
災
か
ら
、
３
年
の
月
日
が
経
と
う
と
し
て

い
ま
す
。

あ
ら
た
め
て
、
地
震
・
津
波
で
尊
い
命
を
奪
わ
れ

た
皆
さ
ん
、
過
酷
な
避
難
生
活
の
中
で
命
を
落
と
さ

れ
た
皆
さ
ん
に
、
心
か
ら
哀
悼
の
誠
を
捧
げ
る
次
第

で
す
。

こ
の
３
年
間
は
、
町
の
復
興
計
画
で
は
「
緊
急
復

旧
期
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
目
の
前
の

課
題
に
と
に
か
く
無
我
夢
中
で
取
り
組
ん
だ
、
あ
っ

と
い
う
間
の
３
年
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。「
明

け
な
い
夜
は
な
い
。」
と
自
分
自
身
を
鼓
舞
し
な
が
ら
、

職
員
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
関
係
機
関
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
な

ん
と
か
乗
り
切
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

昨
年
の
４
月
以
降
は
、
避
難
指
示
区
域
が
見
直
さ

れ
、
ふ
る
さ
と
の
再
生
に
向
け
て
ス
タ
ー
ト
を
切
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
役
場
本
庁
舎
へ
の
担
当
課
の

配
置
、
請
戸
漁
港
の
復
旧
工
事
の
着
手
、
本
格
除
染

の
開
始
な
ど
、
社
会
基
盤
の
復
旧
に
向
け
て
着
々
と

作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
復
旧
が
完
全
で
な
い
中
で
、
町
内
で
の
事

業
再
開
を
決
断
さ
れ
た
事
業
者
の
皆
さ
ん
や
、「
浪
江

町
の
農
業
・
農
地
を
考
え
る
会
」
な
ど
、
農
業
や
水

産
業
の
今
後
に
向
け
た
議
論
を
開
始
さ
せ
た
皆
さ
ん

な
ど
、
町
民
の
皆
さ
ん
自
身
が
前
に
進
も
う
と
す
る

動
き
も
出
て
き
て
お
り
、
と
て
も
頼
も
し
く
感
じ
て

い
ま
す
。

一
方
、
生
活
再
建
の
面
で
は
、
や
は
り
仮
設
住
宅

の
住
環
境
の
改
善
が
喫
緊
の
課
題
で
す
。
町
外
に
整

備
す
る
復
興
公
営
住
宅
は
、
よ
う
や
く
平
成
26
年
度

中
に
入
居
が
開
始
と
な
る
見
込
み
で
あ
り
、
希
望
す

る
町
民
の
皆
さ
ん
が
全
て
入
居
で
き
る
よ
う
し
っ
か

り
と
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
３
年
間
は
、「
復
旧
実
現
期
」
で
す
。

平
成
29
年
３
月
の
帰
町
開
始
を
目
指
し
、
少
し
ず
つ

出
て
き
た
復
興
の
動
き
を
一
層
加
速
さ
せ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
復
興
の
動
き
を
見

え
る
形
に
し
、
町
民
の
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
選
択

が
可
能
と
な
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
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帰還困難区域 居住制限区域
避難指示解除
準備区域帰還困難区域 居住制限区域
避難指示
準備区

復興拠点を足がかりに
段階的に整備地域を拡大

〈浪江町全体の復興拠点〉 〈復興拠点の中心〉
避難指示解除に向け、自宅での生活のほ
か、町内で生活再開を希望する全町民の
ための地域として優先的に整備します。

国道６号、浪江町役場周
辺地域を当面の中心と位
置付けて整備します。

　被害実態に則した適正な賠償を早期に実現するための取り組みを進めています。平成25年12月、原子力損害賠償紛争審

査会（原賠審）による新たな指針が示されましたが、避難区域の別によって賠償に差が生じる可能性があることから、一律

賠償を強く求めています。また、町が町民の代理人となり精神的損害の賠償の増額を求めた、ＡＤＲ集団申立てを平成25

年5月に行い、解決に向けた交渉を続けています。今後は、賠償未請求の方の実態を把握した上で、請求のための支援にも

取り組んでいきます。

　住民意向調査の結果などに基づき、南相馬市、いわき市、二本松市の3市内に町外コミュニティの整備を行うものです。

これらの地域に浪江町民向けの復興公営住宅を確保すべく、県や受入自治体と話し合っています。現在、南相馬市内2カ所

（486戸）、いわき市内5カ所（1,042戸）、二本松市内1カ所

（70戸）の用地が福島県より示されています。また本宮市と

桑折町とは、協定に基づき復興公営住宅の整備を進めていま

す。これらの他にも福島市など、それぞれの整備先で浪江町

民が入居できる戸数を調整中です。入居開始は平成26年度～

平成27年度の予定で、早いものは平成26年4月から募集を開

始します。

　現状の仮設住宅・借上住宅の環境改善については、修繕工

事等を進めるとともに、住み替え制限の緩和や入居期間の延

長について国・県などへの働きかけを行っています。

　国の計画である「特別地域内除染実施計画（浪江町）」に基づき、平成25年11

月より酒田行政区で本格除染が始まりました。この計画では、津波被災地域を除

く除染対象区域（避難指示解除準備区域および居住制限区域）については、平成

27年度内に面的な除染等の措置を完了する予定となっています。また津波被災地

域は、災害廃棄物等の処理状況を勘案しつつ、宅地およびその近隣の森林につい

ては平成27年度内を目途に、残りの農用地、道路およびそれらの近隣の森林につ

いては平成28年度内を目途に、それぞれの除染等の措置を完了する予定となって

います。

　平成25年3月策定の「インフラ復旧行程表」に基づいて進めています。請戸漁港

は復旧工事が始まっており、平成２７年度中の完了を目指しています。道路につい

ては、町道４路線で災害査定を終了。その他は、津波被災地域等を除く７路線で平

成２６年度中に災害査定を受けるよう準備中です。除染が終了したところから復旧

工事を行っていきます。

　上水道は全長の１５％の復旧を終えていますが、一般家庭への配水にはまだ時間

を必要としています。下水道は、平成25年度中に浄化センター、管渠の調査・設計

を行い、平成26年度に災害復旧の査定を受ける予定です。

まちづくり計画の進捗
　避難指示解除に向け、ふるさと再生のための「浪江

町復興まちづくり計画」を平成26年3月までに作成し

ます。避難指示の解除直後に町に帰還または避難先と

行き来する世帯数を2,500世帯と想定。まず避難指示

解除準備区域を「復興拠点」として集中的にインフラ

等を復旧・整備します。この復興拠点を足がかりとし

て、放射線量や帰還人口等の状況に応じて段階的にま

ちづくりを進めていきます。

インフラ復旧の進捗

除染の進捗

賠償請求の進捗

復興公営住宅などの進捗
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ふるさとの再生に
着手

避難生活の早急な
改善

現在地 H29.3.11（発災から6年後）
避難指示解除を想定

復興までの道筋

ふるさとの再生を
本格化

全町民の生活安定
を実現

ふるさとの再生を
実現

全町民の幸せな
暮らしの実現 全

町
民
の
暮
ら
し
の
再
建

ふ
る
さ
と
な
み
え
の
再
生

【
人
の
復
興
】

【
町
の
復
興
】

浪江町のいまとこれから震災から３年～

　東日本大震災から３年。平成24年10月に策定した「浪江町復興計画（第一次）」では、震災より３年間を「緊急復旧期」と位置づ
けています。この間、避難生活の改善に注力するとともに、帰還に向けて除染やインフラ復旧を開始しました。前提条件の変化な
どで必ずしも当初の計画通りに進捗していない分野もありますが、次の３年「復旧実現期」に向かって、町民の皆さんとの協働に
より、できることを一歩ずつ進めています。

健康管理、 
賠償 、
事業再開や就労、
住まいの確保 、 避難先
自治体との連携、絆の
維持、教育環境改善、町
外コミュニティの整備
など

放射線管理・除染 、
インフラの復旧・整備
等の先行実施
雇用、産業、医療・福祉、
教育など、将来を見据
えた まちづくり計画の
策定 土台づくり

町外コミュニティの充実、
就労の場の確保、
県外や県内各地域居住
者への継続的な支援　
など

除染やインフラ復旧の
本格実施、町内での復
興拠点への住宅、生活
関連サービスの集約整
備、希望者の帰町開始
を実現

短中期の取組みの継続
等を通じ、住んでいる場
所にかかわらず、すべて
の町民が震災以前と同
様に、幸せな暮らしを
取り戻せるようする。

除染の推進による復興
拠点の順次拡大
既存産業の再生、新た
な産業の集積、雇用の
場の確保、医療福祉の
充実、高度な教育環境
の実現

【短期】～H26.3.31
震災より３年
緊急復旧期

【中期】～H29.3.31
震災より６年
復旧実現期

【長期】～H33.3.31
震災より10年
本格復興期
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